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ここでは、計画改定の背景となる本県の子ども・子育てを取り巻く現状や子育てをめぐ

る県民の意識などを記載します。 

  

Ⅱ 本県の子ども・子育てを取り巻く現状 
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(1) 年少人口の減少 

  本県の０～14 歳の年少人口は、減少傾向が続いており、1980 年の約 170 万人に対

し、2015 年は約 114 万人となっています。 

  また、将来人口推計では、2040 年には約 96 万人に、2065 年には約 81 万人に減少

すると見込まれています。 

■図表１：県の年齢３区分別の人口推計（中位推計） 

 
 

(2) 出生数及び合計特殊出生率の推移 

  本県の出生数は、1980 年の約 9.4 万人に対し、201８年では約 6.７万人と減少傾向

が続いています。 

  また、合計特殊出生率は、2005 年に過去最低の 1.19 を記録した後は上昇に転じてい

ますが、201８年は 1.3３と、依然として人口が長期で安定的に維持される人口置換水準

（2.07）を大幅に下回っています。 

■図表２：出生数、合計特殊出生率の推移（全国、神奈川県） 
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44万人 

（6.4%） 

477万人 

（69.0%） 

170万人 

（24.6%） 

291万人 

（33.1%） 

492万人 

（56.0%） 

96万人 

（10.9%） 

269万人 

（34.8%） 

424万人 

（54.8%） 

81万人 

（10.5%） 

（出典：県政策局作成） 

実績 

114万人 

（12.6%） 

574万人 

（63.5%） 

216万人 

（23.9%） 

推計 
※2015 年までの実績値は国勢調査結果 

※年齢３区分別の割合は、年齢不詳を除いて算出している 

１ 少子化の現状 
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(3) 理想子ども数と予定子ども数 

  結婚と出産に関する全国調査によると、夫婦にとって理想的な子どもの数は、低下傾向

にあり、平成 27 年は 2.32 人で過去最低を更新しています。また、夫婦が実際に持つつ

もりの子どもの数も、過去最低である 2.01 人となっています。 

  予定子ども数が理想子ども数を下回る理由としては、「子育てや教育にお金がかかりす

ぎる」が最も多く、次いで「高年齢で生むのはいやだから」、「欲しいけれどもできな

い」となっています。 

 

■図表３：平均理想子ども数と平均予定子ども数の推移（全国） 

 
 

■図表４：予定子ども数が理想子ども数を下回る理由（全国） 
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(4) 晩婚化・未婚化の進行 

  本県の平均初婚年齢は、全国と同様に夫、妻とも上昇傾向にあり、晩婚化が進行してい

ます。 

  また、生涯未婚率（50 歳時の未婚割合）も同様に増加しており、昭和 45 年から平成

27 年の 45 年間で、男性は約 11 倍に、女性は約４倍に増えています。 

  こうした晩婚化・未婚化の背景には、結婚に対する男女の意識の変化や不本意に非正規

で働く若者が他の年代に比べて多いことなどが関連しているとみられます。 

 

■図表５：平均初婚年齢の推移（全国、神奈川県） 

 
 

■図表６：生涯未婚率の推移（全国、神奈川県） 
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(5) 結婚に対する意識 

  未婚者（18 歳～34 歳）に結婚の意思を尋ねた全国調査の結果をみると、「いずれ結婚

するつもり」と答えた未婚者の割合は、男女ともに概ね９割前後で推移していますが、若

干低下しています。 

  また、同調査で未婚者に尋ねた「独身でいる理由」については、男女ともに「適当な相手

にめぐり会わない」が最も多く、次に多いのが、男性では「まだ必要性を感じない」、女性

では「自由さや気楽さを失いたくない」となっています。 

 

■図表７：未婚者の生涯の結婚意思（全国） 

 

 

■図表８：独身でいる理由（全国） 
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(6) 若年者の就労状況 

  全国の若年者（15～34 歳）の完全失業率は、男女ともに全年齢の合計より高い水準に

なっているものの、近年低下しており、平成 30 年では、25～34 歳の男性が 3.4%、女

性が 3.3%となっています。 

  また、非正規雇用割合は、若年者のうち、25～34 歳では近年低下しており、平成 30

年では、男性が 14.3％、女性が 37.8％となっています。 

  さらに、雇用者の平成 29 年の所得分布を平成９年と比べると、20 歳代では 250 万円

未満の割合が増加し、30 歳代では 400 万円未満の割合が増加しています。 

 

■図表９：若年者の完全失業率の推移（全国） 

 
 

■図表10：若年者の非正規雇用割合の推移（全国） 
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■図表11：20歳代・30歳代の所得分布（全国） 
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所得 400 万未満：61.7％ 

0％ 

0％ 100％ 

100％ 
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(1) 家族のかたちの変化 

  本県の世帯構成をみると、18 歳未満の子どものいる世帯は、平成 27 年では全体の４分

の１以下となっており、子どものいる世帯の約９割が核家族となっています。 

  また、子どものいる世帯のうち、夫婦共働き世帯の割合は、平成 24 年の 47.1％に対

し、平成 29 年では 55.6％と増加しています。 

 

■図表 12：子どもがいる世帯の割合（神奈川県） 

 

■図表 13：核家族の割合（神奈川県） 

 

■図表 14：夫婦共働き世帯数及び割合（全国、神奈川県） 

 

その他の世帯

78.4%

一般世帯数 3,965,190

６歳未満の子どものいる世帯
8.7％

６～12歳の子どものいる世帯
6.3％

12～18歳未満の子どものいる世帯
6.5％

（出典：平成27年国勢調査（総務省）を基に作成）

※ 一般世帯：「施設等の世帯（学校の寮等）」以外の世帯

※ 割合は表示桁数以下の端数処理により合計が100％とならない。

93.3%

90.9%

87.9%

91.0%

58.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6歳未満の子どものいる世帯

6～12歳未満の子どものいる世帯

12～18歳未満の子どものいる世帯

子どものいる世帯全体

（参考）すべての一般世帯

核家族

※ 核家族：夫婦のみの世帯、夫婦と子どもからなる世帯、ひとり親と子どもから成る世帯

（出典：平成27年国勢調査（総務省）を基に作成）

18 歳未満の 
子どものいる世帯 

855,277 世帯 
（21.6%） 

（出典：就業構造基本調査（総務省）を基に作成） 

２ 子ども・子育てをめぐる現状 
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(2) 県内の教育・保育サービス等の利用状況 

  県内の幼稚園等の利用児童数は減少傾向にあり、平成 30 年では 122,580 人で、就学

前児童数に占める割合は 56.5％と低下しています。 

  一方、保育所等の利用については、平成 31 年の利用申込率（就学前児童数に対する利

用申込者数の割合）は現在の集計方法となった平成 14 年以来最高となり、保育所等利用

待機児童数は 750 人となっています。 

  また、放課後児童クラブの登録児童数についても年々増加しており、利用できなかった

児童も発生しています。 

■図表15：幼稚園等利用児童数等の推移（神奈川県） 

 

■図表16：保育所等利用待機児童数等の推移（神奈川県）

 

■図表17：放課後児童クラブ登録児童数等の推移（神奈川県） 

142,873 143,312 141,407 137,910 134,595 130,641 126,234 122,580

62.1% 61.8% 61.5%
60.1%

58.9% 58.3%
57.1% 56.5%

50%

55%

60%

65%

100,000

120,000

140,000

160,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

利用児童数 利用率
（人）

※ 各年５月１日現在。平成27年から幼保連携型認定こども園の１号認定の利用児童数を含む。

※ 利用率：利用児童数／就学前児童数
（出典：神奈川県学校基本調査、神奈川県年齢別人口統計調査を基に作成）

4,117 3,095 2,039 1,462 1,079 
625 497 756 867 750 

22.0% 23.1% 24.5% 25.7% 26.7%
29.7%

32.1% 35.2%
37.0% 38.9%

18.5% 19.6% 21.0%
22.4% 23.6%

26.8%
29.5%

33.6% 34.9% 36.1%

0%

10%

20%

30%

40%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

人 待機児童数

利用申込率（総数）

利用申込率（3歳未満）

※ 利用申込率：利用申込者数／就学前児童数
※ 各年４月１日現在。平成27年から認可保育所のほか、認定こども園・地域型保育事業の利用児童数を含む。

（出典：次世代育成課資料）
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 (3) 支援を必要とする子どもの状況 

 ア 児童虐待 

   県内の児童相談所における児童虐待相談対応件数は増加傾向にあり、平成 30 年度は

過去最多の 17,272 件となっています。また、相談内容では、心理的虐待が最も多い割

合を占めており、次いで、身体的虐待、保護の怠慢・拒否となっています。 

■図表18：児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移（全国、神奈川県）

 

■図表19：児童虐待相談対応件数の推移（内容別）（神奈川県） 

 

 イ 社会的養護 

   本県における社会的養護を必要とする子どもの数は、650 人前後でほぼ横ばいで推移

しています。そのうち、里親・ファミリーホームで養育される子どもの割合である里親

委託率は、増加傾向にあり、平成 30 年度は 16.５％となっています。 

■図表20：社会的養護を必要とする子どもの数の推移（神奈川県） 
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■図表 21：里親委託率の推移（全国、神奈川県） 

 

 

 ウ 子どもの貧困 

   平成 27 年の日本の子どもの貧困率は 13.9％で、およそ７人に１人の子どもが平均

的な生活水準の半分以下で暮らしています。また、子どもがいる現役世帯（世帯主が 18

歳以上 65 歳未満の世帯）では、大人が２人以上の世帯の貧困率が 10.7%であるのに対

して、大人が１人の世帯の貧困率は 50.8%となっています。 

   なお、平成 27 年の全国の児童のいる世帯の平均稼働所得は 646.9 万円ですが、母子

世帯は 213.8 万円となっています。 

 

■図表 22：貧困率の推移（全国） 

 

 

■図表 23：平均稼働所得の状況（全国） 
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 エ いじめ・暴力行為及び不登校 

   県内の平成 30 年度のいじめの認知件数は、前年度比 5,604 件増加の 26,337 件と

なっています。 

   暴力行為の発生件数は、前年度比 642 件増加の 10,360 件となっています。 

   また、小・中・高等学校の不登校児童・生徒数は、前年度比 1,230 人増加の 16,581

人となっています。 

   いじめ・暴力行為及び不登校のいずれも全国的に増加傾向にあり、本県も同様の傾向

となっています。 

■図表 24：いじめの認知件数の推移（全国、神奈川県）

 

■図表 25：暴力行為の発生件数の推移（全国、神奈川県）

 

■図表 26：不登校児童・生徒数の推移（全国、神奈川県）
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 オ 障がいのある子ども 

   県内の障がい（身体障がい及び知的障がい）のある子どもの数は、平成 26 年度の

26,754 人に対し、平成 30 年度は 30,804 人と増加しています。 

■図表 27：障がいのある子ども数の推移（全国、神奈川県） 

 

 カ 在留外国人の子ども 

   県内の在留外国人の子どもの数は増加傾向にあり、０～５歳の就学前児童は、平成 26

年の 8,095 人に対し、平成 30 年には 10,841 人となっています。 

■図表 28：在留外国人の子どもの数の推移（神奈川県） 
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（出典：在留外国人統計（法務省）を基に作成）
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（出典：福祉行政報告例（厚生労働省）を基に作成）

（人：神奈川県） （人：全国）

※ 各年度末現在
※ 身体障がいのある子ども：身体障害者手帳交付台帳登載数（18歳未満）

知的障がいのある子ども：療育手帳交付台帳登載数（18歳未満）
精神障がいのある子どもについては、年齢等に関するデータが不足しているため記載していない

※ 全国（計）：身体障がいと知的障がいのある子どもの合計
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(4) 子どものインターネットの利用状況 

  全国の子どものスマートフォン等によるインターネットの利用率は、平成 26 年と平成

30 年を比較すると増加しており、小学生では 53.0％から 85.6％となっています。 

  ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）やゲームサイト等のいわゆるコミュニテ

ィサイト等を利用した事件の県内の被害児童は、平成 26 年の 141 人に対し、平成 30 年

は 207 人と増加しています。 

 

■図表 29：インターネットの利用率（全国） 

 

 

■図表 30：コミュニティサイト等を利用した事件の被害児童（神奈川県） 
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（出典：青少年のインターネット利用環境実態調査（内閣府）を基に作成）

※インターネット利用率についての質問形式

H30：「インターネット利用の有無」を問う設問

H26：スマートフォン等の15機器の利用を尋ねたうえで、利用機器による「インターネット利用の有無」を問う設問
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(1) 女性の就業継続等の状況 

  日本の女性の労働力率は、出産・子育て期にあたる 30 歳代で低下し、その後、再就職

することにより上昇する、いわゆる「M 字カーブ」を描いていますが、本県の M 字カーブ

は近年改善傾向にあるものの、平成 27 年では底の値、深さともに全国最下位となってい

ます。 

  M 字カーブの改善にみられるとおり、出産・子育て期にあたる年代の労働力率は増加し

ていますが、依然として約２人に１人が第１子の出産を機に離職しています。 

 

■図表 31：女性の年齢階級別労働力率（全国、神奈川県） 

 

 

■図表 32：第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化（全国） 
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（出典：国勢調査（総務省）を基に作成）
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（出典：第15回出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成）

※ グラフ上の数値は、「出産前有職」を100％として記載
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出産退職46.9

53.1

60.8

39.2 39.3

60.7
59.5

40.5

61.9
59.6

40.4
38.1

３ 仕事と子育ての両立の状況 
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(2) 男性の就業等の状況 

  全国の週60時間以上の長時間労働をしている男性の割合は、近年概ね減少傾向にありま

すが、子育て期にある30歳代、40歳代については、平成30年で、それぞれ13.7％、14.4％

となっており、他の年齢層に比べて高い水準になっています。 

  男性の育児休業取得率は、平成25年の2.03％から平成30年には6.16％となり、上昇傾

向にありますが、女性の取得率と比較すると依然として低水準にあり、男女間で大きな差

が生じています。 

 

■図表33：就業時間が週60時間以上の男性就業者の割合の推移（全国） 

 

 

■図表34：育児休業取得率の推移（全国） 
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(3) 企業による取組みの状況 

  全国における育児休業制度の規定がある事業所の割合は、平成29年度で、事業者規模５

人以上では75.0%、事業者規模30人以上では93.2%となっています。 

  また、育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合は、69.0％と

なっており、各種制度の導入状況をみると、「短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「始

業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」の順で多くなっています。 

 

■図表35：育児休業制度の規定がある事業所の割合（全国） 

 

■図表36：育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合（全国） 

 

■図表37：育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の導入状況（全国）
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(1) 県民ニーズ調査（基本調査） 

  県民の生活意識やくらしの満足度を調査している県民ニーズ調査（基本調査）によると、

約６割の方が「子どもを生み育てる環境が今のままでは、子どもを持つのはむずかしい」

と考えているとともに、約９割の方が「育児は社会的にも重要であり、もっと評価される

べきだ」と考えています。 

  また、「安心して子どもを生み育てられる環境が整っていること」の満足度では、「満た

されている」と回答した方は２割を下回っています。 

 

■図表 38：県民ニーズ調査（生活意識） 

 

 

■図表 39：県民ニーズ調査（くらしの満足度） 
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【育児は社会的にも重要であり、もっと評価されるべきだ】

【子どもを生み育てる環境が今のままでは、子どもを持つのはむずかしい】

（出典：県民ニーズ調査を基に作成）
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（出典：県民ニーズ調査を基に作成）

【「安心して子どもを生み育てられる環境が整っていること」の満足度】

４ 子育てをめぐる県民の意識 
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(2) 県民ニーズ調査（課題調査） 

  「安心して子どもを生み育てられる環境の整備」に関する 11 項目の重要度と満足度を

尋ねた平成 30 年度の県民ニーズ調査（課題調査）をみると、「満たされていない」という

回答が最も多かったのは、「育児休業などを取りやすい職場環境」（40.0％）となり、次い

で、「教育費など、子育てに関する経済的負担」（34.6％）、「社会全体で子育てを応援する

必要性への理解」（30.4％）となっています。 

  また、虐待や貧困など、「配慮が必要な子ども等への支援」に対する満足度も低い結果（「満

たされている」が 4.3％）となっています。 

 

■図表 40：「安心して子どもを生み育てられる環境の整備」に関する満足度 
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35.8

33.1

33.0

31.3

31.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

①妊娠から出産後までの

医療が充実していること

②出産・育児について相談できる人や

場が身近な地域にあること

③保育所や放課後児童クラブなど、子どもを

預かるサービスが充実していること

④妊婦や子連れでも外出しやすい

施設やサービスが整っていること

⑤虐待、貧困、ひとり親など、配慮が必要な

子ども等への支援が充実していること

⑥教育費など、子育てに関する

経済的負担が少ないこと

⑦若い世代の雇用が安定していること

⑧男女とも育児休業などを取りやすい

職場環境が整っていること

⑨配偶者の家事、育児への

協力が得られること

⑩住宅や公園など、子育てに配慮した

環境が整っていること

⑪社会全体で子育てを応援する必要性

への理解が深まっていること

満たされている どちらともいえない 満たされていない わからない・無回答

（出典：平成30年度県民ニーズ調査（課題調査）を基に作成）
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